
令和８年度舞鶴市認定地域クラブ活動

「まいかつ」大募集！

今回の一次募集で「まいかつ」に認定されれば、
３月に現小6・中1・2年生全員に配布する

パンフレットに活動の情報が掲載されます！

あなたの熱意が子どもたちの未来を拓く！

申請
はこちらから

募 集 説 明 会 ・ 個 別 相 談 会を開催します！

申請方法

募集期間 令和８年１月９日（金）〜２月１日（日）
※上記期間後も随時受け付けますが、３月配布パンフレットに
　掲載希望の場合はこの期間中に申請ください。

もしくは右のweb申請フォーム
スポーツ振興課・文化振興課

窓口でも申請できます。

＊日時：令和８年１月23日（金） 19:00〜

＊場所：中公民館 4階 ホール
認定要件や市の支援策について説明いたします。

説明終了後には、各活動が認定要件を満たすか等

個別相談の時間を設けます。ぜひお気軽にお越しください！

お問い合わせ先：
　　　　制度全般：舞鶴市教育未来課（TEL 0773-66-0028）
申請（スポーツ）：スポーツ振興課　（TEL 0773-66-1058）
申請（文化芸術）：文化振興課　　　（TEL 0773-66-1019）

子どもたちが学校の枠を超えて、やりたい活動が出来る環境を目指し、
舞鶴市では、令和８年度２学期より休日の部活動を停止して

地域クラブ活動「まいかつ」をスタートします！
 「子どもたちに伝えたい」・「地域を盛り上げたい」
 そんな想いで行われている活動を「まいかつ」に！

申請をお待ちしております



要件 具体的な確認事項

1
部活動が担ってきた教育
的意義を継承・発展する
取組であること

競技性や成果のみに偏重せず、生徒が継続的にスポーツ・文化芸術
活動に親しむ機会を確保し、生涯にわたって楽しめる土台をつく
り、豊かで幅広い活動機会となる活動である
活動への参加に際し、技術力や競技力による選抜を行わない

2

適切な活動時間や休養日
が設定されていること
※将来的に平日の活動も
地域に展開することを見
据え、認定要件を設定

発達段階にある生徒の心身の健やかな成長に配慮して週２日以上の
休養日を設定し、活動時間は１日当たり平日２時間程度、休日は３
時間程度とし、週当たり11時間程度の範囲内に設定されている
年間の大会参加予定や毎月の活動日程等に関する計画が参加者に示
されている

3 参加費が低廉であること
参加費が可能な限り低廉に設定されている（参加費は指導者への謝
金・消耗品など活動に必要な経費。遠征費などの特別費は除く）

4
適切な指導体制が確保さ
れていること

いかなる体罰、暴言、ハラスメント行為も許されないことが指導者
全員に徹底されている
事故や不適切行為を防止する観点から、複数の指導者が携わる体制
が構築されている
成長期にある生徒のスポーツ障害やオーバーワーク等を予防するた
め、合理的でかつ効率的・効果的な練習が行われている

5
安全に活動できる環境が
確保されていること

別途定める「安全管理マニュアル」を理解している活動中の事故や
怪我に備え、指導者及び参加生徒全員がスポーツ安全保険等の傷害
保険・賠償責任保険に加入する　⇒加入する保険を確認します

6
適切な運営体制が確保さ
れていること

活動の目的や団体の意思決定に関することなどを定めた規約等を有
し、公表している（または、活動開始までに規約等を作成し、公表
する予定である）
関係者の個人情報適切に管理することができる適切な会計処理を行
い、１年に１回は関係者への報告を行う
活動場所のルールを遵守し、施設及びその付属品等を破損した場合
は、適切に報告し、弁済等を行う
大会・コンクール等に参加する場合には、その運営に積極的に協力
する

7
学校等との連携が適切に
行われていること

生徒の活動状況や生活面での課題について、必要に応じて在籍校と
情報共有・連携を図ることができる
学校ごとにルールや利用できる備品が異なることを理解し、施設の
利用前に学校と連絡調整を行う

舞鶴市認定地域クラブ活動「まいかつ」認定要件

認定を受けるメリット

活動場所となる学校施設（体育館、グラウンド等）の優先予約
市の広報媒体での発信やパンフレット配布等による参加者募集
サポートが必要な「まいかつ」への事務支援
指導者バンクに登録された指導者の紹介


